
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000000986 建設工事

指名

土木一式 詳細業種
農管第5号 森垣地区災害復旧(その1)工事工事番号及び工事名
福知山市 森垣 地内工事場所
自 平成27年 6月 2日 ～ 至 平成27年12月25日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

条件付一般競争入札 総価契約
平成27年 5月28日入札・見積日 11時0分 電子入札
工事概要
森垣3 排土工 V=656.0m3 流木撤去工 V=7.0m3,森垣25 排土工 V=456.0m3 流木撤去工 V=6
.9m3,森垣26 排土工 V=308.0m3 流木撤去工 V=9.0m3,森垣28 排土工 V=121.0m3 流木撤去
工 V=4.0m3,森垣38 排土工 V=325.0m3 流木撤去工 V=8.0m3,森垣576 排土工 V=441.0n3
立木撤去工 V=19.0m3,森垣577 排土工 V=124.0m3 流木撤去工 V=14.0m3

価格競争

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

足立建機株式会社

株式会社いとう

岩田建設株式会社

上田土建株式会社

株式会社梅田組

株式会社門野組

有限会社キョウギ建設

株式会社達川組

大栄工業株式会社

大永産業株式会社

14,000,000

12,575,000

12,335,000

13,156,000

12,500,000

14,150,000

12,441,000

12,550,000

－

辞退

失格（最低制限価格未

失格（最低制限価格未

－

失格（最低制限価格未

辞退

－

失格（最低制限価格未

失格（最低制限価格未

備考

keiyaku
テキストボックス
予定価格：１４，３０１千円（税抜）　最低制限価格：１２，５９７千円（税抜）



1回目
入札価格(円)
(評価値)

2回目
入札価格(円)
(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

5回目
入札価格(円)
(評価値)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

大立工業株式会社

株式会社テクノ創建

株式会社西本

日産工業株式会社

東家建設株式会社

福井土木株式会社

株式会社冨士興業

メイコー建設株式会社

株式会社油利総合設備

14,200,000

14,301,000

12,342,000

14,100,000

12,630,000

12,580,000

12,441,000

指名及び入札状況閲覧簿

－

－

失格（最低制限価格未

辞退

－

落札

失格（最低制限価格未

失格（最低制限価格未

辞退

企業名又は委任先名項
番 備考



名　　　称

住　　　所

予定価格
（税込） 15,445,080 円

最低制限価格
（税込） 13,604,760 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させな
かった者、
その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

 変更額 8,089,200 円  変更契約日 平成27年12月18日

 変更工期 ～ 平成28年1月29日

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

第１回変更契約
現地精査により、排土量と木材処分量を変更する。
森垣3　表土の流出を確認したため、掘削工と表土の搬入を追加する。
森垣25,26,38　現地精査により、排土面積を変更する。
森垣576,577　隣接する箇所の水路が土砂により閉塞しているため、地元協議
により排土工を追加する。上記追加工事により、工期を平成28年1月29日まで
延期する。
福知山市建設工事設計変更事務取扱要領第5条第2号により契約変更を行う。

農管第5号　森垣地区災害復旧(その1)工事

契約の相手
福井土木株式会社

福知山市字岡ノ３２番地

 契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
13,640,400 円

　
（条件付一般競争

入札の場合）

（１）平成２７年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のＡ
１等級、Ａ等級又はＢ等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有
するものであること。
（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）の基準を満たす技術者を当該工事に配置
できること。

なし

第２回変更契約

第３回変更契約

第４回変更契約


